
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

68 68 68 88 69 88 88 87 93 93 17 24 25 26 26 26 26 26 27

障
害
者
自
立
支
援
医
療
特
別
対
策
事
業

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付

先
天
性
血
液
凝
固
因
子
障
害
等
に
対
す
る
医
療

自
立
支
援
医
療

（
更
生
医
療
・
育
成
医
療

）

7．　医療の給付等6．手帳の交付

2

障
害
者
専
門
相
談
事
業

り
患
し
て
い
る
者

結
婚
相
談

療
育
手
帳
の
交
付

肝
炎
治
療
に
対
す
る
医
療

特
定
疾
患
に
対
す
る
医
療

肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
治
療
研
究
促
進
事
業

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付

備考

聴覚・平衡
機能
障害

肢体不自由
3

6

音声・言語・
そしゃく
機能障害

5

5

6

3

2

3

4

4

4

手
帳
の
有
無
は
問
い
ま
せ
ん

1

2

事業種別

等
級

3

4

障害種別

事
業
名

5

6

精
神
保
健
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー

視覚障害

1

2

20．　相談窓口一覧

福
祉
事
務
所

、
町
村
役
場

、
府
保
健
所

家
庭
支
援
総
合
セ
ン
タ
ー

児
童
相
談
所

（
南
部
・
北
部
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

）

き
ょ
う
と
高
齢
者
・
障
害
者
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー

公
共
職
業
安
定
所

京
都
府
障
害
者
相
談
セ
ン
タ
ー

手
帳
の
有
無
は
問
い
ま
せ
ん

各
府
立
特
別
支
援
学
校

、
地
域
支
援
セ
ン
タ
ー

頁

内部障害

1

2

3

1

4

3

精神障害

知的障害
A

B

り
患
し
て
い
る
者

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る

免
疫
機
能
の
障
害
も
対
象

○

26

り
患
し
て
い
る
者

り
患
し
て
い
る
者

り
患
し
て
い
る
者

○

27

○

○

○

○

○

○

○

京
都
府
知
事
か
ら
認
定
を
受
け
た
者

特
定
医
療
費

（
指
定
難
病

）
に
対
す
る
医
療

小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
助
成

※ この表は施策の対象者である場合には、原則として○印を付しています。

なお、年齢、所得状況等により対象とならない場合もありますので御注意願います。

5. 障害者福祉施策要覧

20
歳
以
上
（20
歳
未
満
は

小
児
慢
性
特
定
疾
病
の
対
象
）

18
歳
未
満
の
児
童

（引
き
続
き
治
療
が
必
要
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
場
合
は
、
20
歳
未
満
）
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2

備考

聴覚・平衡
機能
障害

肢体不自由
3

6

音声・言語・
そしゃく
機能障害

5

5

6

3

2

3

4

4

4

1

2

事業種別

等
級

3

4

障害種別

事
業
名

5

6

視覚障害

1

2

頁

内部障害

1

2

3

1

4

3

精神障害

知的障害
A

B

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

一部 一部 ○

○

○

○

○ ○ ○ ○

一部 一部 ○ ○

○ ○

○

○ ○

一部 一部 ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

一部 一部

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

一部 一部 ○ ○

○ ○

○ ○

一部 一部

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

27 27 27 27 28 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3030

所
得
制
限

所
得
制
限

透
析
を
受
け
て
い
る
者

手
帳
の
有
無
は
問
い
ま
せ
ん

在
宅
の
視
力
障
害
乳
幼
児

中
途
失
明
者

中
途
失
明
者

手
帳
の
有
無
は
問
い
ま
せ
ん

8.

補
装
具
や
日
常
生
活
用
具
の
給
付
等

7．　医療の給付等

保
健
所
精
神
保
健
福
祉
相
談
指
導
事
業

社
会
復
帰
相
談
指
導
事
業

精
神
障
害
者
デ
イ
・
ケ
ア

9．　家庭訪問指導、機能訓練等を受けたいときは

介
助
犬

聴
導
犬

身
体
障
害
者
補
助
犬
の
貸
与

重
度
の
肢
体

不
自
由
者

重
度
の
聴
覚

障
害
者

視
力
障
害
児
療
育
訓
練

中
途
失
明
者
巡
回
生
活
指
導
員
派
遣

中
途
失
明
者
点
字
・
パ
ソ
コ
ン
講
習
会

中
途
失
明
者
巡
回
歩
行
訓
練

オ
ス
ト
メ
イ
ト
社
会
適
応
訓
練

障
害
児
・
者
在
宅
支
援
訪
問
療
育
等
指
導
事
業

障
害
児

（
者

）

中
途
失
明
者

軽
・
中
等
度
の

難
聴
児

吃
音
の
あ
る
者

人
工
肛
門
又
は

人
工
ぼ
う
こ
う
造
設
者

障
害
等
級
等
に
よ
り
給
付
す
る
品
目
が
異
な
る

重
度
心
身
障
害
児

（
者

）
医
療
助
成
制
度

難
聴
者
教
室

音
声
機
能
障
害
者
発
声
訓
練

話
し
方
教
室
・
こ
と
ば
の
相
談

盲
導
犬

軽
・
中
等
度
難
聴
児
補
聴
器
購
入
等
支
援
事
業

重
度
心
身
障
害
老
人
健
康
管
理
事
業

腎
臓
機
能
障
害
者
通
院
交
通
費
助
成

自
立
支
援
医
療

（
精
神
通
院
医
療

）

※ 平成２５年４月から難病等の方々が障害福祉サービス等の対象になりました。対象となる方々は、 身体障害者

手帳の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能となりました。 対象疾患や詳しい手

続き方法などについては、お住まいの市町村へお問い合わせください。
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2

備考

聴覚・平衡
機能
障害

肢体不自由
3

6

音声・言語・
そしゃく
機能障害

5

5

6

3

2

3

4

4

4

1

2

事業種別

等
級

3

4

障害種別

事
業
名

5

6

視覚障害

1

2

頁

内部障害

1

2

3

1

4

3

精神障害

知的障害
A

B

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

△ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ 一部 ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ △

○ ○ △ ○ ○ ○ △

○ ○ △ 一部 ○ ○

○ 一部 △ 一部 ○ ○

○ 一部 ○ ○

○ 一部 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ △ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○

31 31 31 31 32 32 32 32 32 33 33 33 33 34 34 3434

失
語
症
の
方

遠
隔
手
話
通
訳
サ
ー

ビ
ス
を
含
む

32

失
語
症
者
向
け
意
思
疎
通

支
援
者
の
派
遣

「
電
話
お
ね
が
い
手
帳

W
e
b
版
/
ア
プ
リ
版

」
の
提
供

人
に
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り

ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ

障
害
者
Ｉ
Ｔ
利
用
支
援

郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票
制
度

手
話
通
訳
者
の
派
遣

（2）情報・通信・コミュニケーション

電
話
リ
レ
ー

サ
ー

ビ
ス

声
の
京
都

（1）移動・交通

自
動
車
運
転
免
許
取
得
教
習
費
助
成

自
動
車
改
造
助
成

リ
フ
ト
付
き
タ
ク
シ
ー

の
運
行

駐
車
禁
止
除
外
指
定
車
標
章
の
交
付

京
都
お
も
い
や
り
駐
車
場
利
用
証
制
度

10．　日常生活・社会活動の充実のために

○

○

○

○

○

○

34

要
約
筆
記
者
の
派
遣

盲
ろ
う
者
向
け
通
訳
・
介
助
員
の
派
遣

視
覚
障
害
の
あ
る
方
に
も
対
応
し
て
い
ま
す

京
都
府
ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ

遠
隔
要
約
筆
記
を
含
む

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

車
い
す
の
使
用
等

手
帳
の
有
無
は

問
い
ま
せ
ん

希
望
者

希
望
者

一
部
制
限
あ
り

利
用
で
き
な
い
地
域
あ
り

○

○

○

○

○

○

○

知
事
記
者
会
見

点
字
に
よ
る
即
時
情
報
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
事
業

き
ょ
う
と
府
民
だ
よ
り

文
字
拡
大
版
・
点
字
版
・
音
声
版
発
行

○

○

○

聴
覚
障
害
ほ
か
電
話
の
利
用
が
困
難
な
者
ま
た
は
法
人
　
※
要
事
前
登
録

一
部
制
限
あ
り

視
覚
及
び
聴
覚
障
害
が
と
も
に
身
体
障
害
者
手
帳
4
級
以
上
あ
わ
せ
て

2
級
以
上
に
該
当
す
る
京
都
府
に
居
住
す
る
18

歳
以
上
の
者

対

象

は

33
ペ
ー
ジ
の
と
お
り

対

象

は

34
ペ
ー
ジ
の
と
お
り
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2

備考

聴覚・平衡
機能
障害

肢体不自由
3

6

音声・言語・
そしゃく
機能障害

5

5

6

3

2

3

4

4

4

1

2

事業種別

等
級

3

4

障害種別

事
業
名

5

6

視覚障害

1

2

頁

内部障害

1

2

3

1

4

3

精神障害

知的障害
A

B

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

34 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36

視
覚
障
害
者
等

視
覚
障
害
者
等

手
帳
の
有
無
は
問
い
ま
せ
ん

○

○

35

視
覚
障
害
者
等

視
覚
障
害
者
等

（3）文化・教養・スポーツ

視
覚
障
害
者
情
報
総
合

ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク

（
サ
ピ
エ

）
の
利
用

障
害
者
ス
ポ
ー

ツ
の
つ
ど
い

知
的
障
害
者
ス
ポ
ー

ツ
大
会

障
害
者
レ
ク
リ
エ
ー

シ

ョ
ン
教
室
開
催
事
業

障
害
者
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
支
援
事
業

全
京
都
障
害
者
総
合
ス
ポ
ー

ツ
大
会

障
害
者
ふ
れ
あ
い
広
場

字
幕
入
り
映
像
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

事
業

対
面
朗
読

点
字
図
書
の
閲
覧
・
貸
出

録
音
図
書
の
貸
出

車
椅
子
対
応
閲
覧
席

電
子
書
籍
・
オ
ー

デ
ィ
オ
ブ

ッ
ク
サ
ー

ビ
ス

（2）情報・通信・コミュニケーション

イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト
端
末
の
利
用

車
い
す
の
使
用
者

一
部
制
限
あ
り

障
害
者
福
祉
研
修
会

全
国
障
害
者
ス
ポ
ー

ツ
大
会

天
皇
盃
全
国
車
い
す
駅
伝
競
走
大
会

視
覚
障
害
者
等

一
部
制
限
あ
り

そ
の
他
参
加
要
件
あ
り

肢
体
障
害
者

読
み
書
き
サ
ー

ビ
ス

音
声
読
書
機
の
使
用

聴
覚
障
害
者
等

視
覚
障
害
者
等

10．　日常生活・社会活動の充実のために

手
帳
の
有
無
は
問
い
ま
せ
ん

○

○

○

視
覚
障
害
者
等

車
い
す
の
使
用
者

○

視
覚
障
害
者
等

4
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2

備考

聴覚・平衡
機能
障害

肢体不自由
3

6

音声・言語・
そしゃく
機能障害

5

5

6

3

2

3

4

4

4

1

2

事業種別

等
級

3

4

障害種別

事
業
名

5

6

視覚障害

1

2

頁

内部障害

1

2

3

1

4

3

精神障害

知的障害
A

B

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○

○

○

○

○

36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 38

手
帳
の
有
無
は
問
い
ま
せ
ん

37

府
内
在
住

府
立
特
別
支
援
学
校
在
学
者

府
立
特
別
支
援
学
校
在
学
者

様
々
な
サ
ポ
ー

ト
を
す
る
指
導
員
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
養
成
し
ま
す

様
々
な
サ
ポ
ー

ト
を
す
る
指
導
員
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
養
成
し
ま
す

様
々
な
サ
ポ
ー

ト
を
す
る
指
導
員
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
養
成
し
ま
す

様
々
な
サ
ポ
ー

ト
を
す
る
指
導
員
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
養
成
し
ま
す

○

○

手
帳
の
有
無
は
問
い
ま
せ
ん

府
立
特
別
支
援
学
校
在
学
者

○

○

○

○

○

○

○

○

手
帳
の
有
無
は
問
い
ま
せ
ん

手
帳
の
有
無
は
問
い
ま
せ
ん

○

○

○

○

10．　日常生活・社会活動の充実のために

(5)指導員・ボランティア等の養成

点
訳
奉
仕
員
養
成

朗
読
奉
仕
員
養
成

手
話
通
訳
者
養
成

要
約
筆
記
者
養
成

盲
ろ
う
者
向
け
通
訳
・
介
助
員
養
成

障
害
者
ス
ポ
ー

ツ
指
導
員
の
養
成

失
語
症
者
向
け
意
思
疎
通
支
援
者
養
成

ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン

（
障
害
者
サ
ロ
ン

）
活
動
状
況

（4）生活訓練等

特
別
支
援
学
校
ス
ポ
ー

ツ
交
流
会

特
別
支
援
学
校
文
化
芸
術
推
進
事
業

ふ
れ
あ
い
・
心
の
ス
テ
ー

シ

ョ
ン

ア
ビ
リ
ン
ピ

ッ
ク
京
都
大
会

（
障
害
者
技
能
競
技
大
会

）

身
体
障
害
者
生
活
訓
練
事
業

聞
こ
え
の
サ
ポ
ー

タ
ー

養
成

京
し
ご
と
技
能
検
定

京
都
と

っ
て
お
き
の
芸
術
祭

き
ょ
う
と
障
害
者
文
化
芸
術
推
進
機
構

（
a
r
t
 
s
p
a
c
e
 
c
o
-
j
i
n

）

視
覚
障
害
者
生
活
訓
練

ろ
う
あ
者
教
室

聴
覚
障
害
者
社
会
生
活
教
室

（3）文化・教養・スポーツ

○

○

様
々
な
サ
ポ
ー

ト
を
す
る
指
導
員
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
養
成
し
ま
す

○

○

○

○

様
々
な
サ
ポ
ー

ト
を
す
る
指
導
員
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
養
成
し
ま
す

○

様
々
な
サ
ポ
ー

ト
を
す
る
指
導
員
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
養
成
し
ま
す

○

○

サ
ロ
ン
に
よ

っ
て
対
象
が
異
な
る

○

様
々
な
サ
ポ
ー

ト
を
す
る
指
導
員
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
養
成
し
ま
す

○

府
立
特
別
支
援
学
校
在
学
者

府
内
在
住
・
在
勤
・
在
学

○

○

○

手
帳
を
持
つ
ま
た
は
こ
れ
に
準
じ
る
判
定
を
受
け
て
い
る
満
15

歳
以
上
の
者

- 13 -



2

備考

聴覚・平衡
機能
障害

肢体不自由
3

6

音声・言語・
そしゃく
機能障害

5

5

6

3

2

3

4

4

4

1

2

事業種別

等
級

3

4

障害種別

事
業
名

5

6

視覚障害

1

2

頁

内部障害

1

2

3

1

4

3

精神障害

知的障害
A

B

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 一部 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 一部 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

一部 一部 一部 ○ ○ ○ ○ ○

一部 一部 一部 ○ ○ ○ ○

一部 一部 一部 ○ ○ ○ ○

39 40 40 40 41 41 42 42 42 43 43 43

○

○

○

○

○

○

○

○

○

41 4339 40

一
部
制
限
あ
り

障
害
者
の
方
を
世
帯
構
成
員
に
有

す
る
世
帯
で

、
か
つ

、
世
帯
構
成

員
全
員
が
市
町
村
民
税
非
課
税
の

場
合

障
害
者
が
世
帯
主
の
場
合

△
は
介
護
者
運
転

第
１
種

、
第
２
種
の
区
分
あ
り

△

第
一
種

、
第
二
種
の
区
分
あ
り

一
部
の
航
空
会
社
で
割
引
を
実
施

一
部
の
タ
ク
シ
ー

会
社
で

割
引
を
実
施

一
部
の
バ
ス
会
社
で
割
引
を

実
施

○

第
一
種

、
第
二
種
の
区
分
あ
り

京
都
市
在
住
で

「
福
祉
乗
車

証

」
を
交
付
さ
れ
て
い
る
場

合
は
無
料

○ ○

○ ○

○

○

○

○

タ
ク
シ
ー

運
賃
の
割
引

民
営
路
線
バ
ス
の
運
賃
割
引

有
料
道
路
の
通
行
料
金
の
割
引

施
設

（
電
話

）
設
置
負
担
金
の
分
割
払

福
祉
用
電
話
機
器
の
レ
ン
タ
ル
料
の
減
額

心
身
障
が
い
者
用
ゆ
う
メ
ー

ル

青
い
鳥
は
が
き
の
無
料
配
布

（1）交通・通信
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

（
J
R

）
の
旅
客
運
賃
割
引

W
I
L
L
E
R
　
T
R
A
I
N
S
株
式
会
社

（
京
都
丹
後
鉄
道

）
の
旅
客
運
賃
割
引

京
都
市
営
地
下
鉄
の
運
賃
割
引
及
び

京
都
市
バ
ス
の
運
賃
割
引

私
鉄
の
旅
客
運
賃
割
引

航
空
旅
客
運
賃
割
引

１
０
４
の
無
料
扱
い

点
字
郵
便
物
等
の
扱
い

聴
覚
障
が
い
者
用
ゆ
う
パ

ッ
ク

点
字
ゆ
う
パ

ッ
ク

携
帯
電
話
料
金
の
割
引

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
の
半
額
減
免

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
の
全
額
減
免

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

一
部
制
限
あ
り

42

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

11．　交通運賃、施設使用料等の減免、割引

○

○

○

○

○

○

○

○

○

各
社
に
よ

っ
て
取
扱
い
が
異
な
る

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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2

備考

聴覚・平衡
機能
障害

肢体不自由
3

6

音声・言語・
そしゃく
機能障害

5

5

6

3

2

3

4

4

4

1

2

事業種別

等
級

3

4

障害種別

事
業
名

5

6

視覚障害

1

2

頁

内部障害

1

2

3

1

4

3

精神障害

知的障害
A

B

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ 一部 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ 一部 ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ 一部 ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ 一部 一部 ○

○ ○ ○ 一部 ○

○ ○ ○ 一部 ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ △ ○

47-48 48 48 48 49 50 50 51 51 51 51 51 52 52 52 53 53 53 54

空
欄
は
診
断
書
が
必
要

所
得
制
限
あ
り

各
施
設
ご
と
に
異
な
る

51

所
得
制
限
あ
り

手
帳
の
有
無
は
問
い
ま
せ
ん

手
当
制
度
の
認
定
基
準
に
よ
る

所
得
制
限
あ
り

・
訓
練
内
容
に
よ

っ
て
は

、
障
害

者
手
帳
を
お
持
ち
で
な
い
方
も
対

象
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

・
こ
の
他

、
障
害
の
状
況
に
つ
い

て
事
前
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま

す△
は
診
断
書
が
必
要

44-46

12．　税の控除・減免

国
税

（
所
得
税
等

）

（2）

施
設
の
利
用

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

（
障
害

）

障
害
厚
生
年
金

障
害
手
当
金

（
一
時
金

）

特
別
障
害
給
付
金

受
給
要
件
は
5
0
頁
を
参
照

受
給
要
件
は
5
0
頁
を
参
照

受
給
要
件
は
5
0
頁
を
参
照

所
得
制
限
あ
り

自
動
車
税
の
種
別
割

軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割

自
動
車
税
の
環
境
性
能
割

地方税

ゴ
ル
フ
場
利
用
税

個
人
事
業
税

住
民
税

在
宅
の
重
度
障
害
児

訓
練
受
講
が
可
能
な
方

訓
練
受
講
が
可
能
な
方

訓
練
受
講
が
可
能
な
方

訓
練
受
講
が
可
能
な
方

特
別
障
害
者
手
当

在
宅
の
重
度
障
害
者

障
害
基
礎
年
金

障
害
児
福
祉
手
当

特
別
児
童
扶
養
手
当

（
対
象
児
童

）

児
童
扶
養
手
当

（
対
象
児
童
の
父
又
は
母

）

生
活
福
祉
資
金
の
貸
付

公
共
職
業
訓
練

障
害
者
の
多
様
な
ニ
ー

ズ
に
対
応
し
た
委
託
訓
練

13．　年金、手当、扶養共済、福祉資金貸付の制度 14.

減
免
額
に
上
限
あ
り

軽
自
動
車
税
の
種
別
割
は
市
町

村
税
務
所
管
課
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い

(1)障害者向け訓練年金制度 手当等制度

在
日
外
国
人
重
度
障
害
者
特
別
給
付
金

心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度

職
場
適
応
訓
練

京
都
ジ

ョ
ブ
パ
ー

ク
は
あ
と
ふ
る
実
習

減
免
要
件
は
4
4
頁
以
降
を
参
照

11.

受
給
要
件
は
5
0
頁
を
参
照

受
給
要
件
は
5
0
頁
を
参
照
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2

備考

聴覚・平衡
機能
障害

肢体不自由
3

6

音声・言語・
そしゃく
機能障害

5

5

6

3

2

3

4

4

4

1

2

事業種別

等
級

3

4

障害種別

事
業
名

5

6

視覚障害

1

2

頁

内部障害

1

2

3

1

4

3

精神障害

知的障害
A

B

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

一部

○

○

○

54 54 55 56 56 56 56 57 57

府
営
住
宅
へ
の
特
定
目
的
優
先
入
居

56

要
件
を
満
た
す
事
業
主
に
対
し
て
助
成

要
件
を
満
た
す
事
業
主
に
対
し
て
助
成

要
件
を
満
た
す
事
業
主
に
対
し
て
助
成

要
件
を
満
た
す
事
業
主
に
対
し
て
助
成

要
件
を
満
た
す
事
業
主
に
対
し
て
助
成

要
件
を
満
た
す
事
業
主
に
対
し
て
助
成

56

要
件
を
満
た
す
事
業
主
に
対
し
て
助
成

○

○

特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金

「
身
体
障
害
に
よ
り
日
常
生
活
が
特
に
困
難
で

、
住
宅
設
備
等
の
改
善
が
必
要
な

府
営
住
宅
入
居
者

」

「
日
常
生
活
に
身
体
の
機
能
上
の
制
限
を
受
け
る
こ
と
と
な

っ
た
こ
と
に
よ
り

、
移
転
を
希
望

す
る
方

」 △

15．府営住宅特定目的の優先入居、住
宅改修費助成等の制度

57 57

身
体
障
害
者
・
高
齢
者
向
け
府
営
住
宅
改
善
事
業

住
宅
改
修
費
給
付
事
業

「
日
常
生
活
用
具
給
付
事
業

」

エ
レ
ベ
ー

タ
ー

設
置
棟
又
は
低
層
階

（
1
階

又
は
2
階

）
へ
の
住
み
替
え

ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
助
成
金

キ
ャ
リ
ア
ア

ッ
プ
助
成
金

ジ

ョ
ブ
コ
ー

チ

（
職
場
適
応
援
助
者

）

に
よ
る
支
援

職
業
準
備
支
援

障
害
者
雇
用
納
付
金
制
度
に
基
づ
く
助
成
金

14．就職を考えている方、障害者の雇用促進のために

障
害
者
雇
用
納
付
金
制
度

下
肢
・
体
幹
運
動
機
能
障
害

の
あ
る
者

要
件
を
満
た
す
事
業
主
に
対
し
て
助
成

(2)障害者の雇用促進に向けて

京
都
府
障
害
者
雇
用
企
業
サ
ポ
ー

ト
セ
ン

タ
ー

に
よ
る
企
業
支
援

京
都
府
障
害
者
雇
用
施
設
整
備
事
業
等
事
業

費
補
助
金

要
件
を
満
た
す
事
業
主
に
対
し
て
助
成
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